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第２章 安全で安心できる生活環境の保全 

第４節．原子力発電所周辺環境安全対策の推進 

５．原子力防災 

 ⑺ 研修事業 

 

⑴ 事業目的 

原子力発電所の万一の緊急事態に備え、災害対策基本法及び原子力災害対策特別措置法に基づき、

地域防災計画（原子力災害対策編）を策定し、各種の防災対策を実施しています。 

また、平成23年３月11日に発生した福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえて、県では、地域防災

計画や広域避難計画を策定・改正するなど、必要な対応を行っています。 

 

⑵ 取組状況 

原子力防災対策の円滑な実施を図るため、防災業務関係者に向けて研修を実施しています。また、国

などの実施する研修も活用しています。 

 

① 県主催による研修 

緊急時モニタリング研修会（２回開催）   受講者   21名 

原子力防災基礎研修受講者 83名 

防災業務関係者研修（バス等運転業務従事者向け） 78名 

消防団員向け原子力防災研修受講者 202名 

消防団幹部団員原子力発電所視察研修 23名 

自主防災組織リーダー向け原子力防災研修 103名 

 

② 国などの実施する研修 

原子力防災研修（災害対策要員研修及び図上演習） 受講者 65名 

モニタリング研修 受講者 ６名 

 

 

  

 

 

 

 

所属名 問い合わせ先 

原子力安全対策課 0852-22-6590 

【担当課】 


